
13:00～14:30

第１部

県民講座相続・遺言の

※周辺道路及び駐車場は混雑が予想されますので、来館の際は公共交通機関をご利用ください。
申込方法申込方法 ※ご提供いただきました個人情報は、主催者で共有させていただきます。本イベントの目的にのみ使用し、他の目的には一切使用しません。

講　演（要予約：定員80名）

法務局　谷口 京介

司法書士　三野 和宏

税理士　森本 友治

1.「自筆証書遺言書保管制度」について

2.プロに聞く「相続・遺言手続」について

3.気をつけておきたい相続税のポイント

14:45～16:25
第 2 部 専門家による 相談会（要予約：全16組）

日

協力： 石川県司法書士会

・「相続・遺言に関する相談」（司法書士）

・「相続税に関する相談」（税理士）

12 組　 各 25 分

4組　 各 25 分

無料
※要予約

13:00～16:25（開場12:30)

石川県立図書館
金沢市小立野２丁目４３番１号

だれもが避けられない「相続・遺言」をわかりやすく
取り組みやすいように説明する県民講座です。

参加
いただいた方にプレゼ

ン
ト
!!

プロが作っ
た相続HAN

DBOOK　編
集発行：金

沢地方法務
局・石川県

司法書士会
　協力：金

沢国税局

　相続登記
の申請義務

化に伴い、
正当な理由

なく義務に
違反した場

合、１０万円
以下の過料

の対象と

なりますの
で、不動産

を所有する
方や不動産

を相続した
方にとって

大きく影響
するもので

す。

　そのため
、全国の法

務局と司法
書士会では

制度の認知
度向上を図

ることを目
的として様

々な周知・

広報の取組
を行ってい

るところで
す。

　今回、金
沢地方法務

局と石川県
司法書士会

とが共同し
て相続登記

の促進を図
るため、金

沢国税局

の協力を得
て「プロが

まじめに作
った 相続

 HANDB
OOK」を作

成しました
。みなさま

に「相続」に
つ

いて御理解
いただき、

少しでも相
続登記の促

進につなが
れば幸いで

す。

令和６年４月１日相続登記の申請義務化がスタート！

※本文より
抜粋

プ
ロ
が

ま
じ
め
に
作
っ
た

相
続

HAND BOOK

どうする？相続！ ！
遺言書はどのように書く？
遺産分割協議には期限がある？
相続登記をしないと罰金がある？
相続した必要のない土地を国が引き取ってくれる？相続税は必ず申告する必要がある？これらの疑問を解消します！！

金沢地方法務局・石川県司法書士会

プロがまじめに作った

相続HAND BOOK

主催： 金沢地方法務局・石川県立図書館

相 続 登 記 は お 済 み で す か ？

2/16
金沢地方法務局相続登記促進

イメージキャラクター
つぐ なぐ

▼お申込みはコチラ▼

▼お申込みはコチラ▼

令和７年

自 筆 証 書 遺 言 書 を 法 務 局 に 保 管 し ま せ ん か ？

２階研修室

上上記記QQRRココ ドーードからからイインン ネタターーネッットトでで  または または 窓口　　ででおお申申しし込込 いみみくくだだささい




